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【事務連絡者氏名】 加藤　淳一郎
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【届出の対象とした募集（売出）内国投資

信託受益証券に係るファンドの名称】

ブラックロック欧州株式オープン

【届出の対象とした募集（売出）内国投資

信託受益証券の金額】

3,000億円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

 

(注)　本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計とし

て表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

平成26年12月16日付をもって提出した有価証券届出書の内容の一部に変更がありましたので、関係事項を下記の通

り訂正するものであります。

　

２【訂正の内容】

　

第一部 【証券情報】

 

(12) 【その他】

③　購入不可日

＜訂正前＞

ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、パリ証券取引所のいずれかが休場日の場合には、販売会社

の営業日であっても購入は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。

 

＜訂正後＞

ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、パリ証券取引所のいずれかが休場日の場合には、販売会社

の営業日であっても購入は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。

※2015年６月17日より、信託約款の変更に伴い、以下に変更になる予定です。

ルクセンブルグ証券取引所の休場日、ルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日、その他主要投資対象ファン

ドの受付不可日のいずれかに該当する場合には、販売会社の営業日であっても購入は受付けません。詳細は販

売会社にお問い合わせください。

 

④　振替受益権について

全文訂正につき、訂正後の内容を記載いたします。

＜訂正後＞

ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振

替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。

ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関

の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。

 

(参考)

◆投資信託振替制度とは、

・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。

・ファンドの設定、換金、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への記載・記

録によって行われますので、受益証券は発行されません。
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⑤　約款変更のお知らせについて

下記の通り信託約款の変更を平成27年５月26日で行い、平成27年６月17日より適用する予定ですのでお知らせ

します。

＜変更の内容＞

新 旧

－ 運用の基本方針 －

２．運用方法

(１)投資対象

主として欧州主要市場の株式を主要投資対象とす

る投資信託証券に投資を行ないます。副次的な投資

対象として、海外の短期債券等に投資する投資信託

証券にも投資を行ないます。投資信託証券には、国

内投資信託または外国投資信託の受益証券、投資証

券、または外国投資証券が含まれます。

 

－ 運用の基本方針 －

２．運用方法

(１)投資対象

ブラックロック欧州株式マザーファンド受益証券

を主要投資対象とします。

(２)投資態度

①　主として欧州主要市場の大型株および中小型株

を主要投資対象とする投資信託証券（以下、

「主要投資対象ファンド」といいます。）へ投

資を行ないます。副次的な投資対象として、短

期債券等に投資する投資信託証券にも投資を行

ないます。

(２)投資態度

主としてブラックロック欧州株式マザーファンド

受益証券に投資します。

ＭＳＣＩ欧州株価指数（円換算ベース）をベンチ

マークとし信託財産の成長を図ることを目標として

積極的な運用を行ないます。

実質外貨建資産については、為替ヘッジを行ない

ません。

ブラックロック・インベストメント・マネジメン

ト （ＵＫ） リ ミ テ ッ ド (BlackRock Investment

Management (UK) Limited)に株式等（短期金融商品

を含みます。）にかかる運用の指図に関する権限を

委託します。

②　ＭＳＣＩ欧州株価指数（円換算ベース）をベン

チマークとします。

③　投資対象とする投資信託証券は、ブラックロッ

ク・グループの運用会社が運用する別に定める

投資信託証券とします。別に定める投資信託証

券は、委託者の判断により、変更することがあ

ります。

④　各投資信託証券への投資割合は、原則として市

況動向および各投資信託証券の収益性等を勘案

して委託者が決定します。通常、主要投資対象

ファンドへの投資割合を高位に保ちます。

 

⑤　外貨建資産については、原則として為替ヘッジ

を行ないません。

 

⑥　資金動向、市場動向、残存信託期間等によって

は、上記のような運用ができない場合もありま

す。

 

 

(３)投資制限 (３)投資制限

①　投資信託証券および短期金融商品（短期運用の

有価証券を含みます。）以外への直接投資は行

ないません。

①　株式への実質投資割合には制限を設けません。

②　投資信託証券への投資割合には制限を設けませ

ん。

②　新株引受権証券および新株予約権証券への実質

投資割合は、取得時において信託財産の純資産

総額の20％以下とします。

③　外貨建資産への投資割合には制限を設けませ

ん。

③　同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時に

おいて信託財産の純資産総額の10％以下としま

す。

 ④　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証

券への実質投資割合は、取得時において信託財

産の純資産総額の10％以下とします。
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 ⑤　同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債

のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該

新株予約権付社債についての社債であって当該

社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し

得ないことをあらかじめ明確にしているもの

（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項

第７号および第８号の定めがある新株予約権付

社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」と

いいます。）への実質投資割合は、取得時にお

いて信託財産の純資産総額の10％以下としま

す。

 ⑥　投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の

純資産総額の５％以下とします。

 ⑦　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設け

ません。

[信託金の限度額]

第３条　委託者は、受託者と合意の上、金1,000億円を

限度として信託金を追加することができま

す。

[信託金の限度額]

第３条　委託者は、受託者と合意の上、別に定める累

積投資約款（以下「累積投資約款」といいま

す。）に規定する各信託（この信託を含みま

す。）の合計で金1,000億円を限度として信託

金を追加することができます。

（以下省略） （以下省略）

[受益権の売却単位および売却価額]

第11条　委託者の指定する販売会社は、第６条第１項

の規定により分割される受益権を、別に定め

る累積投資約款（以下「別に定める契約」と

いいます。）を結んだ取得申込者に対し、１

口の整数倍をもって取得申込に応じることが

できるものとします。

ただし、取得申込日がルクセンブルグ証券取

引所の休場日、ルクセンブルグの銀行の休業

日、12月24日、その他主要投資対象ファンド

の受付不可日のいずれかに該当する場合は、

受益権の取得申込の受付は行ないません。

[受益権の売却単位および売却価額]

第11条　委託者の指定する販売会社は、第６条第１項

の規定により分割される受益権を、別に定め

る累積投資約款（以下「別に定める契約」と

いいます。）を結んだ取得申込者に対し、１

口の整数倍をもって取得申込に応じることが

できるものとします。

ただし、取得申込日がロンドン証券取引所、

フランクフルト証券取引所、パリ証券取引所

のいずれかの休場日に当たる場合は、受益権

の取得申込の受付は行ないません。

②　（省略） ②　（省略）

③　受益権の売却価額は、取得申込日の翌営業日

の基準価額に、当該取得申込の金額（以下

「当該取得申込総額」といいます。）に応じ

第４項に規定する手数料ならびに当該手数料

に係る消費税および地方消費税（以下「消費

税等」といいます。）に相当する金額を加算

した価額とします。ただし取得日がこの信託

契約締結の日であるときは、受益権の価額

は、１口につき１円とします。

③　受益権の売却価額は、取得申込日の翌営業日

の基準価額に、当該取得申込の金額（以下

「当該取得申込総額」といいます。）に応じ

第３項に規定する手数料ならびに当該手数料

に係る消費税および地方消費税（以下「消費

税等」といいます。）に相当する金額を加算

した価額とします。ただし取得日がこの信託

契約締結の日であるときは、受益権の価額

は、１口につき１円とします。前項の手数料

の額は基準価額の３％を上限とします。かか

る手数料は委託者の指定する販売会社により

その一部又は全部を放棄できるものとしま

す。

④　前項の手数料の額は基準価額の３％を上限と

し、委託者の指定する販売会社がそれぞれ別

に定めるものとします。

④　前項の手数料の額は基準価額の３％を上限と

します。かかる手数料は委託者の指定する販

売会社によりその一部又は全部を放棄できる

ものとします。

（以下省略） （以下省略）
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[投資の対象とする資産の種類]

第15条の２　この信託において投資の対象とする資産

の種類は、次に掲げる特定資産（「特定

資産」とは、投資信託及び投資法人に関

する法律第２条第１項で定めるものをい

います。以下同じ。）とします。

[投資の対象とする資産の種類]

第15条の２　この信託において投資の対象とする資産

の種類は、次に掲げる特定資産（「特定

資産」とは、投資信託及び投資法人に関

する法律第２条第１項で定めるものをい

います。以下同じ。）とします。

1. 有価証券 イ. 有価証券

（削除） ロ. デリバティブ取引に係る権利（金融

商品取引法第２条第20項に規定する

ものをいい、約款第21条、第22条お

よび第24条に定めるものに限りま

す。）

2. 金銭債権（１．および３．に掲げる

ものに該当するものを除きます。以

下同じ。）

ハ. 金銭債権

3. 約束手形（手形割引市場において売

買される手形に限ります。）

ニ. 約束手形（手形割引市場において売

買される手形に限ります。）

［運用の指図範囲等］

第16条 委託者は、信託金を、主として別に定める投

資信託または外国投資信託の受益証券（金融

商品取引法第２条第１項第10号で定めるもの

をいいます。）および投資証券または外国投

資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号

で定めるものをいいます。）のほか、次の有

価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定

により有価証券とみなされる同項各号に掲げ

る権利を除きます。）に投資することを指図

します。

[運用の指図範囲等]

第16条 委託者（第17条の２に規定する委託者から委

託を受けたものを含みます。以下、第18条か

ら第27条まで、第29条および第35条から第38

条までについて同じ。）は、信託金を、主と

してブラックロック・ジャパン株式会社を委

託者とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受

託者として締結されたブラックロック欧州株

式マザーファンド（金融システム改革のため

の関係法律の整備等に関する法律附則第84条

により証券投資信託とみなされた信託、以下

「親投資信託」といいます。）の受益証券の

ほか、次の有価証券（金融商品取引法第２条

第２項の規定により有価証券とみなされる同

項各号に掲げる権利を除きます。）に投資す

ることを指図します。

（削除） 1.　株券または新株引受券証書

1.　国債証券 2.　国債証券

2.　地方債証券 3.　地方債証券

3.　特別の法律により法人の発行する債券お

よび社債券（新株引受権証券と社債券と

が一体となった新株引受権付社債券の新

株引受権証券および短期社債券を除きま

す。）

4.　特別の法律により法人の発行する債券

4.　短期社債等（社債等の振替に関する法律

第66条第１号に規定する短期社債、保険

業法第61条の10第１項に規定する短期社

債、資産の流動化に関する法律第２条第

８項に規定する特定短期社債、商工組合

中央金庫法第33条ノ２に規定する短期商

工債、信用金庫法第54条の４第１項に規

定する短期債および農林中央金庫法第62

条の２第１項に規定する短期農林債をい

います。）

（新設）

（削除） 5.　社債券（新株引受権証券と社債券とが一

体となった新株引受権付社債券（以下

「分離型新株引受権付社債券」といいま

す。）の新株引受権証券を除きます。）

（削除） 6.　特定目的会社に係る特定社債券（金融商

品取引法第２条第１項第４号で定めるも

のをいいます。）
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新 旧

（削除） 7.　特別の法律により設立された法人の発行

する出資証券（金融商品取引法第２条第

１項第６号で定めるものをいいます。）

（削除） 8.　協同組織金融機関に係る優先出資証券

（金融商品取引法第２条第１項第７号で

定めるものをいいます。）

（削除） 9.　資産の流動化に関する法律に規定する優

先出資証券（単位未満優先出資証券を含

む。以下同じ）

5.  コマーシャル・ペーパー 10. コマーシャル・ペーパー

（削除） 11. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社

債券の新株引受権証券を含みます。以下

同じ。）および新株予約権証券

6.　外国または外国の者の発行する証券また

は証書で、前各号の証券または証書の性

質を有するもの

12. 外国または外国の者の発行する証券また

は証書で、前各号の証券または証書の性

質を有するもの

（削除） 13. 投資信託または外国投資信託の受益証券

（金融商品取引法第２条第１項第10号で

定めるものをいいます。）

（削除） 14. 投資証券または外国投資証券（金融商品

取引法第２条第１項第11号で定めるもの

をいいます。）

（削除） 15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取

引法第２条第１項第18号で定めるものを

いいます。）

（削除） 16. オプションを表示する証券または証書

（金融商品取引法第２条第１項第19号で

定めるものをいい、有価証券に係るもの

に限ります。）

（削除） 17. 預託証書（金融商品取引法第２条第１項

第20号で定めるものをいいます。）

7. 外国法人が発行する譲渡性預金証書 18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書

（削除） 19. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引

法第２条第１項第14号で定める受益証券

発行信託の受益証券に限ります。）

（削除） 20. 抵当証券（金融商品取引法第２条第１項

第16号で定めるものをいいます。）

（削除） 21. 貸付債権信託受益権であって金融商品取

引法第２条第１項第14号で定める受益証

券発行信託の受益証券に表示されるべき

もの

（削除） 22. 外国の者に対する権利で前号の有価証券

の性質を有するもの

なお、第１号から第３号の証券を以下「公社

債」といい、公社債にかかる運用の指図は買

い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）およ

び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）

に限り行なうことができるものとします。

なお、第１号の証券または証書、第12号なら

びに第17号の証券または証書のうち第１号の

証券または証書の性質を有するものを以下

「株式」といい、第２号から第６号までの証

券および第12号ならびに第17号の証券または

証書のうち第２号から第６号までの証券の性

質を有するものを以下「公社債」といい、第

13号の証券および第14号の証券を以下「投資

信託証券」といいます。

②  （省略）

1.　預金

②　（省略）

1.　預金

2.　指定金銭信託（金融商品取引法第２条第

１項第14号に規定する受益証券発行信託

を除きます。）

2.　指定金銭信託（金融商品取引法第２条第

１項第14号に規定する受益証券発行信託

を除きます。）

3.　コール・ローン 3.　コール・ローン

4.　手形割引市場において売買される手形 4.　手形割引市場において売買される手形
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（削除） 5.　貸付債権信託受益権であって金融商品取

引法第２条第２項第１号で定めるもの

（削除） 6.　外国の者に対する権利で前号の権利の性

質を有するもの

（削除） ③　委託者は、取得時において信託財産に属する

新株引受権証券および新株予約権証券の時価

総額と親投資信託の信託財産に属する新株引

受権証券および新株予約権証券の時価総額の

うち信託財産に属するとみなした額との合計

額が信託財産の純資産総額の100分の20を超え

ることとなる投資の指図をしません。

（削除） ④　前項において親投資信託の信託財産に属する

新株引受権証券および新株予約権証券の時価

総額のうち信託財産に属するとみなした額と

は、信託財産に属する親投資信託の時価総額

に親投資信託の信託財産純資産総額に占める

新株引受権証券および新株予約権証券の時価

総額の割合を乗じて得た額をいいます。

（削除） ⑤　委託者は、信託財産に属する投資信託証券の

時価総額と親投資信託の信託財産に属する投

資信託証券の時価総額のうち信託財産に属す

るとみなした額との合計額が信託財産の純資

産総額の100分の５を超えることとなる投資の

指図をしません。

（削除） ⑥　前項において親投資信託の信託財産に属する

投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属

するとみなした額とは、信託財産に属する親

投資信託の時価総額に親投資信託の信託財産

純資産総額に占める投資信託証券の時価総額

の割合を乗じて得た額をいいます。

（削除） ⑦　委託者は、信託財産に属する私募により募集

された国内の社債（短期社債等を除く）およ

び市場価格で売却できない外債の時価総額と

親投資信託の信託財産に属する私募により募

集された国内の社債（短期社債等を除く）お

よび市場価格で売却できない外債の時価総額

のうち信託財産に属するとみなした額との合

計額が信託財産の純資産総額の100分の15を超

えることとなる投資の指図をしません。

（削除） ⑧　前項において親投資信託の信託財産に属する

私募により募集された国内の社債（短期社債

等を除く）および市場価格で売却できない外

債の時価総額のうち信託財産に属するとみな

した額とは、信託財産に属する親投資信託の

時価総額に親投資信託の信託財産純資産総額

に占める私募により募集された国内の社債

（短期社債等を除く）および市場価格で売却

できない外債の時価総額の割合を乗じて得た

額をいいます。

[受託者の自己または利害関係人等との取引]

第16条の２　（省略）

②　前項の取扱いは、第27条、第29条および第35

条から第37条における委託者の指図による取

引についても同様とします。

[受託者の自己または利害関係人等との取引]

第16条の２　（省略）

②　前項の取扱いは、第20条から第22条、第24条

から第27条、第29条および第35条から第37条

における委託者の指図による取引についても

同様とします。
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（削除）

[運用の権限委託]

第17条の２　委託者は、次に関する権限を次の者に委

託します。

 委託する範囲：株式等（短期金融商品を

含みます。）にかかる運

用の指図に関する権限

 商　　　　号：ブラックロック・インベ

ストメント・マネジメン

ト（ＵＫ）リミテッド

 (BlackRock Investment

Management (UK)

Limited)

 所　 在 　地：英国ロンドン市

 ②　前項の委託を受けた者が受ける報酬は、第43

条に基づいて委託者が受ける報酬から支弁す

るものとし、その報酬額および支弁の時期に

ついては、委託者と当該委託を受けた者との

間で別に定めるものとします。

 ③　第１項の規定にかかわらず、第１項により委

託を受けたものが、法律に違反した場合この

信託約款の違反となる運用の指図に関する権

限の行使をした場合、信託財産に重大な損失

を生ぜしめた場合等に、その他の理由により

必要と認められる場合には、委託者は、運用

の指図に関する権限の委託を中止またはその

委託内容を変更することができます。

 

第18条　（削除）

[投資する株式等の範囲]

第18条　委託者が投資することを指図する株式、新株

引受権証券および新株予約権証券は、金融商

品取引所に上場されている株式の発行会社の

発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場

において取引されている株式の発行会社の発

行するものとします。ただし、株主割当また

は社債権者割当により取得する株式、新株引

受権証券および新株予約権証券についてはこ

の限りではありません。

 ②　前項の規定にかかわらず、上場予定または登

録予定の株式、新株引受権証券および新株予

約権証券で目論見書等において上場または登

録されることが確認できるものについては、

委託者が投資することを指図することができ

るものとします。

 
第19条　（削除）

[同一銘柄の株式等への投資制限]

第19条　委託者は、取得時において信託財産に属する

同一銘柄の株式の時価総額と親投資信託の信

託財産に属する当該株式の時価総額のうち信

託財産に属するとみなした額との合計額が、

信託財産の純資産総額の100分の10を超えるこ

ととなる投資の指図をしません。

 ②　委託者は、取得時において信託財産に属する

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権

証券の時価総額と親投資信託の信託財産に属

する当該新株引受権証券および新株予約権証

券の時価総額のうち信託財産に属するとみな

した額との合計額が、信託財産の純資産総額

の100分の10を超えることとなる投資の指図を

しません。
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 ③　前２項において信託財産に属するとみなした

額とは、信託財産に属する親投資信託の受益

証券の時価総額に、親投資信託の信託財産の

純資産総額に占める当該有価証券の時価総額

の割合を乗じて得た額をいいます。

 

第20条　（削除）

[信用取引の指図範囲]

第20条　委託者は、信託財産の効率的な運用に資する

ため、信用取引により株券を売り付けること

の指図をすることができます。なお、当該売

り付けの決済については、株券の引き渡しま

たは買い戻しにより行なうことの指図をする

ことができるものとします。

 ②　前項の信用取引の指図は、当該売り付けにか

かる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額

の範囲内とします。

 ③　信託財産の一部解約等の事由により、前項の

売り付けにかかる建玉の時価総額が信託財産

の純資産総額を超えることとなった場合に

は、委託者は速やかに、その超える額に相当

する売り付けの一部を決済するための指図を

するものとします。

 
第21条　（削除）

[先物取引等の運用指図・目的・範囲]

第21条　委託者は、信託財産が運用対象とする有価証

券の価格変動リスクを回避するため、または

信託財産の効率的運用のため、わが国の金融

商品取引所における有価証券先物取引（金融

商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるも

のをいいます。）、有価証券指数等先物取引

（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲

げるものをいいます。）および有価証券オプ

ション取引（金融商品取引法第28条第８項第

３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに

外国の取引所におけるこれらの取引と類似の

取引を次の範囲で行なうことの指図をするこ

とができます。なお、選択権取引はオプショ

ン取引に含めるものとします（以下同

じ。）。

 1.　先物取引の売建およびコール・オプショ

ンの売付の指図は、建玉の合計額が、

ヘッジの対象とする有価証券（以下

「ヘッジ対象有価証券」といいます。）

の時価総額の範囲内とします。

 2.　先物取引の買建およびプット・オプショ

ンの売付の指図は、建玉の合計額が、

ヘッジ対象有価証券の組入可能額（組入

ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に

信託財産が限月までに受け取る組入公社

債、組入外国貸付債権信託受益証券、組

入貸付債権信託受益権の利払金および償

還金を加えた額を限度とし、かつ信託財

産が限月までに受け取る組入有価証券に

係る利払金および償還金等ならびに第16

条第２項第１号から第６号に掲げる金融

商品で運用している額の範囲内としま

す。
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 ②　委託者は、信託財産に属する資産の為替変動

リスクを回避するため、または信託財産の効

率的運用のためわが国の取引所における通貨

に係る先物取引ならびに外国の取引所におけ

る通貨に係る先物取引およびオプション取引

を次の範囲で行なうことの指図をすることが

できます。

 1.　先物取引の売建およびコール・オプショ

ンの売付の指図は、建玉の合計額が、為

替の売予約と合わせてヘッジ対象とする

外貨建資産（外国通貨表示の有価証券

（以下「外貨建有価証券」といいま

す。）、預金その他の資産をいいます。

以下同じ。）の時価総額と親投資信託の

信託財産に属するヘッジ対象とする外貨

建資産の時価総額のうち信託財産に属す

るとみなした額（信託財産に属する親投

資信託の時価総額に親投資信託の信託財

産純資産総額に占めるヘッジ対象とする

外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得

た額をいいます。）との合計額の範囲内

とします。

 2.　先物取引の買建およびプット・オプショ

ンの売付の指図は、建玉の合計額が、為

替の買予約と合わせて、外貨建有価証券

の買付代金等実需の範囲内とします。

 ③　委託者は、信託財産に属する資産の価格変動

リスクを回避するため、または信託財産の効

率的運用のためわが国の取引所における金利

に係る先物取引およびオプション取引ならび

に外国の取引所におけるこれらの取引と類似

の取引を次の範囲で行なうことの指図をする

ことができます。

 1.　先物取引の売建およびコール・オプショ

ンの売付の指図は、建玉の合計額が、

ヘッジ対象とする金利商品（信託財産が

１年以内に受け取る組入有価証券の利払

金および償還金等ならびに第16条第２項

第１号から第６号に掲げる金融商品で運

用されているものをいい、以下「ヘッジ

対象金利商品」といいます。）の時価総

額の範囲内とします。
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 2.　先物取引の買建およびプット・オプショ

ンの売付の指図は、建玉の合計額が、信

託財産が限月までに受け取る組入有価証

券に係る利払金および償還金等ならびに

第16条第２項第１号から第６号に掲げる

金融商品で運用している額（以下本号に

おいて「金融商品運用額等」といいま

す。）の範囲内とします。ただし、ヘッ

ジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の

外貨建資産組入可能額（約款上の組入可

能額から保有外貨建資産の時価総額を差

し引いた額。以下同じ。）に信託財産が

限月までに受け取る外貨建組入公社債お

よび組入外国貸付債権信託受益証券なら

びに外貨建組入貸付債権信託受益権の利

払金および償還金を加えた額が当該金融

商品運用額等の額より少ない場合には外

貨建資産組入可能額に信託財産が限月ま

でに受け取る外貨建組入有価証券に係る

利払金および償還金等を加えた額を限度

とします。

 

第22条　（削除）

[スワップ取引の運用指図・目的・範囲]

第22条　委託者は、信託財産に属する資産の効率的な

運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動

リスクを回避するため、異なった通貨、異

なった受取金利または異なった受取金利とそ

の元本を一定の条件のもとに交換する取引

（以下「スワップ取引」といいます。）を行

なうことの指図をすることができます。

 ②　スワップ取引の指図にあたっては、当該取引

の契約期限が、原則として第４条に定める信

託期間を超えないものとします。ただし、当

該取引が当該信託期間内で全部解約が可能な

ものについてはこの限りではありません。

 ③　スワップ取引の指図にあたっては、当該信託

財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額

と親投資信託の信託財産にかかるスワップ取

引の想定元本の総額のうち信託財産に属する

とみなした額との合計額（以下「スワップ取

引の想定元本の合計額」といいます。以下本

項において同じ。）が、信託財産の純資産総

額を超えないものとします。なお、信託財産

の一部解約等の事由により、上記純資産総額

が減少して、スワップ取引の想定元本の合計

額が信託財産の純資産総額を超えることと

なった場合には、委託者は速やかに、その超

える額に相当するスワップ取引の一部の解約

を指図するものとします。

 ④　前項において親投資信託の信託財産にかかる

スワップ取引の想定元本の総額のうち信託財

産に属するとみなした額とは、親投資信託の

信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の

総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に

占める信託財産に属する親投資信託の受益証

券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま

す。

 ⑤　スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手

方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で

評価するものとします。
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 ⑥　委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担

保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき

は、担保の提供あるいは受入れの指図を行な

うものとします。

 

第23条　（削除）

[同一銘柄の転換社債等への投資制限]

第23条　委託者は、取得時において信託財産に属する

同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株

予約権付社債の時価総額と親投資信託の信託

財産に属する当該転換社債ならびに転換社債

型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財

産に属するとみなした額との合計額が、信託

財産の純資産総額の100分の10を超えることと

なる投資の指図をしません。

 ②　前項において信託財産に属するとみなした額

とは、信託財産に属する親投資信託の受益証

券の時価総額に、親投資信託の信託財産の純

資産総額に占める当該転換社債の時価総額の

割合を乗じて得た額をいいます。

 

第24条　（削除）

[金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図]

第24条　委託者は、信託財産に属する資産の効率的な

運用に資するため金利先渡取引および為替先

渡取引を行なうことの指図をすることができ

ます。

 ②　金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあ

たっては、当該取引の決済日が、原則として

第4条に定める信託期間を超えないものとしま

す。ただし、当該取引が当該信託期間内で全

部解約が可能なものについてはこの限りでは

ありません。

 ③　金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、

当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも

とに算出した価額で評価するものとします。

 ④　委託者は、金利先渡取引および為替先渡取引

を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れ

が必要と認めたときは、担保の提供あるいは

受入れの指図を行なうものとします。

 

（削除）

[デリバティブ取引等に係る投資制限]

第24条の２　デリバティブ取引等については、一般社

団法人投資信託協会の規則に定める合理

的な方法により算出した額が、信託財産

の純資産総額を超えないものとします。

 

第25条　（削除）

[有価証券の貸付けの指図および範囲]

第25条　委託者は、信託財産の効率的な運用に資する

ため、信託財産に属する株式および公社債を

次の各号の範囲内で貸付けの指図をすること

ができます。

 1.　株式の貸付けは、貸付時点において、貸

付株式の時価合計額が、信託財産で保有

する株式の時価合計額の50％を超えない

ものとします。

 2.　公社債の貸付けは、貸付時点において、

貸付公社債の額面金額の合計額が、信託

財産で保有する公社債の額面金額の合計

額の50％を超えないものとします。

 ②　前項各号に定める限度額を超えることとなっ

た場合には、委託者は速やかに、その超える

額に相当する契約の一部の解約を指図するも

のとします。
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 ③　委託者は、有価証券の貸付けにあたって必要

と認めたときは、担保の受入れの指図を行な

うものとします。

 

第26条　（削除）

[公社債の空売りの指図範囲]

第26条　委託者は、信託財産の効率的な運用に資する

ため、信託財産の計算においてする信託財産

に属さない公社債を売り付けることの指図を

することができます。なお、当該売り付けの

決済については、公社債（信託財産により借

入れた公社債を含みます。）の引き渡しまた

は買い戻しにより行なうことの指図をするこ

とができるものとします。

 ②　前項の売り付けの指図は、当該売り付けにか

かる公社債の時価総額が信託財産の純資産総

額の範囲内とします。

 ③　信託財産の一部解約等の事由により、前項の

売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財

産の純資産総額を超えることとなった場合に

は、委託者は速やかに、その超える額に相当

する売り付けの一部を決済するための指図を

するものとします。

[外国為替予約の指図および範囲]

第29条　委託者は、信託財産に属する外貨建資産につ

いて、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、

外国為替の売買の予約取引の指図をすること

ができます。

[外国為替予約の指図および範囲]

第29条　委託者は、信託財産の効率的な運用に資する

ため、外国為替の売買の予約取引の指図をす

ることができます。

 ②　前項の予約取引の指図は、信託財産にかかる

為替の買予約の合計額と売予約の合計額との

差額につき円換算した額が、信託財産の純資

産総額を超えないものとします。ただし、信

託財産に属する外貨建資産と親投資信託の信

託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に

属するとみなした額（信託財産に属する親投

資信託の時価総額に親投資信託の信託財産の

純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の

割合を乗じて得た額をいいます。）との合計

額について、為替変動リスクを回避するため

にする当該予約取引の指図については、この

限りではありません。

 ③　前項の限度額を超えることとなった場合に

は、委託者は所定の期間内に、その超える額

に相当する為替予約の一部を解消するための

外国為替の売買の予約取引の指図をするもの

とします。

[信託業務の委託等]

第30条　（省略）

[信託業務の委託等]

第30条　（省略）

②　（省略） ②　（省略）

③　前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に

掲げる業務（裁量性のないものに限りま

す。）を、受託者および委託者が適当と認め

る者（受託者の利害関係人を含みます。）に

委託することができるものとします。

③　前２項にかかわらず、受託者は、次の各号に

掲げる業務（裁量性のないものに限りま

す。）を、受託者および委託者が適当と認め

る者（受託者の利害関係人を含みます。）に

委託することができるものとします。

1.　信託財産の保存に係る業務 1.　信託財産の保存に係る業務

2.　信託財産の性質を変えない範囲内におい

て、その利用または改良を目的とする業

務

2.　信託財産の性質を変えない範囲内におい

て、その利用または改良を目的とする業

務
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3.　委託者のみの指図により信託財産の処分

およびその他の信託の目的の達成のため

に必要な行為に係る業務

3.　委託者（第17条の２に規定する委託者か

ら委託を受けたものを含みます。）のみ

の指図により信託財産の処分およびその

他の信託の目的の達成のために必要な行

為に係る業務

4.　受託者が行なう業務の遂行にとって補助

的な機能を有する行為

4.　受託者が行なう業務の遂行にとって補助

的な機能を有する行為

[有価証券売却等の指図]

第35条　委託者は、信託財産に属する有価証券の売却

等の指図ができます。

[有価証券売却等の指図]

第35条　委託者は、信託財産に属する親投資信託の受

益証券にかかる信託契約の一部解約の請求な

らびに有価証券の売却等の指図ができます。

[再投資の指図]

第36条　委託者は、前条の規定による売却代金、有価

証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子

等およびその他の収入金を再投資することの

指図ができます。

[再投資の指図]

第36条　委託者は、前条の規定による一部解約金、売

却代金、有価証券に係る償還金等、株式の清

算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の

配当金およびその他の収入金を再投資するこ

との指図ができます。

[受託者による資金の立替え]

第39条　信託財産に属する有価証券について、借替が

ある場合で、委託者の申し出があるときは、

受託者は資金の立替えをすることができま

す。

[受託者による資金の立替え]

第39条　信託財産に属する有価証券について、借替、

転換、新株発行または株式割当がある場合

で、委託者の申し出があるときは、受託者は

資金の立替えをすることができます。

②　信託財産に属する有価証券に係る償還金等、

有価証券等に係る利子等およびその他の未収

入金で、信託終了日までにその金額を見積り

うるものがあるときは、受託者がこれを立替

えて信託財産に繰り入れることができます。

②　信託財産に属する有価証券に係る償還金等、

株式の清算分配金、有価証券等に係る利子

等、株式の配当金およびその他の未収入金

で、信託終了日までにその金額を見積りうる

ものがあるときは、受託者がこれを立替えて

信託財産に繰り入れることができます。

③　（省略） ③　（省略）

[信託報酬等の額]

第43条　委託者および受託者の信託報酬の総額は、第

40条に規定する計算期間を通じて毎日、信託

財産の純資産総額に年10,000分の168以内の率

を乗じて得た額とします。

[信託報酬等の額]

第43条　委託者および受託者の信託報酬の総額は、第

40条に規定する計算期間を通じて毎日、信託

財産の純資産総額に年10,000分の171以内の率

を乗じて得た額とします。

（以下省略） （以下省略）

[収益の分配方式]

第44条　信託財産から生ずる毎計算期末における利益

は、次の方法により処理します。

1.　配当金、利子およびこれ等に類する収益

から支払利息を控除した額（以下「配当

等収益」といいます。）は、諸経費、信

託報酬および当該信託報酬に係る消費税

等に相当する金額を控除した後その残額

を受益者に分配することができます。な

お、次期以降の分配金にあてるため、そ

の一部を分配準備積立金として積み立て

ることができます。

[収益の分配方式]

第44条　信託財産から生ずる毎計算期末における利益

は、次の方法により処理します。

1.　配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸

料およびこれ等に類する収益から支払利

息を控除した額（以下「配当等収益」と

いいます。）は、諸経費、信託報酬およ

び当該信託報酬に係る消費税等に相当す

る金額を控除した後その残額を受益者に

分配することができます。なお、次期以

降の分配金にあてるため、その一部を分

配準備積立金として積み立てることがで

きます。

（以下省略） （以下省略）

[償還金および一部解約金の支払い]

第48条　（省略）

②　一部解約金は、受益者の請求を受付けた日か

ら起算して、原則として、６営業日目から当

該受益者に支払います。

（以下省略）

[償還金および一部解約金の支払い]

第48条　（省略）

②　一部解約金は、受益者の請求を受付けた日か

ら起算して、原則として、５営業日目から当

該受益者に支払います。

（以下省略）
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[信託の一部解約]

第50条　（省略）

[信託の一部解約]

第50条　（省略）

②　前項の場合の一部解約の実行の請求日がルク

センブルグ証券取引所の休場日、ルクセンブ

ルグの銀行の休業日、12月24日、その他主要

投資対象ファンドの受付不可日のいずれかに

該当する場合は、一部解約の実行の請求の受

付は行ないません。

②　前項の場合の一部解約の実行の請求日がロン

ドン証券取引所、フランクフルト証券取引

所、パリ証券取引所のいずれかの休場日に当

たる場合は、一部解約の実行の請求の受付は

行ないません。

（以下省略） （以下省略）

（附則）

第１条 　（省略）

（附則）

第１条　（省略）

第２条 　（省略） 第２条　（省略）

（削除） 第３条　第24条に規定する「為替先渡取引」は、当事

者間において、あらかじめ決済日から満期日

までの期間に係る為替スワップ取引（同一の

相手方との間で直物外国為替取引および当該

直物外国為替取引と反対売買の関係に立つ先

物外国為替取引を同時に約定する取引をいい

ます。以下本条において同じ。）のスワップ

幅（当該直物外国為替取引に係る外国為替相

場と当該先物外国為替取引に係る外国為替相

場との差を示す数値をいいます。以下本条に

おいて同じ。）を取り決め、その取り決めに

係るスワップ幅から決済日における当該為替

スワップ取引の現実のスワップ幅を差し引い

た値にあらかじめ元本として定めた金額を乗

じた額を決済日における指標利率の数値で決

済日における現在価値に割り引いた額の金銭

またはその取り決めに係るスワップ幅から決

済日における当該為替スワップ取引の現実の

スワップ幅を差し引いた値にあらかじめ元本

として定めた金額を乗じた金額とあらかじめ

元本として定めた金額について決済日を受渡

日として行なった先物外国為替取引を決済日

における直物外国為替取引で反対売買したと

きの差金に係る決済日から満期日までの利息

とを合算した額を決済日における指標利率の

数値で決済日における現在価値に割り引いた

額の金銭の授受を約する取引をいいます。

 ②　第24条に規定する「金利先渡取引」は、当事

者間において、あらかじめ将来の特定の日

（以下「決済日」といいます。）における決

済日から一定の期間を経過した日（以下「満

期日」といいます。）までの期間に係る国内

または海外において代表的利率として公表さ

れる預金契約または金銭の貸借契約に基づく

債権の利率（以下「指標利率」といいま

す。）の数値を取り決め、その取り決めに係

る数値と決済日における当該指標利率の現実

の数値との差にあらかじめ元本として定めた

金額および当事者間で約定した日数を基準と

した数値を乗じた額を決済日における当該指

標利率の現実の数値で決済日における現在価

値に割り引いた額の金銭の授受を約する取引

をいいます。
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付表

 
１．運用の基本方針および約款第16条第１項に規定す

る「別に定める投資信託または外国投資信託の受

益証券および投資証券または外国投資証券」と

は、次のものをいいます。

 
ルクセンブルグ籍証券投資法人（円建て）

ブラックロック・グローバル・ファンズ　

ヨーロピアン・ファンド　クラスＸ投資証券

アイルランド籍証券投資法人（ユーロ建て）

インスティテューショナル・キャッシュ・シ

リーズplc　インスティテューショナル・ユー

ロ・ガバメント・リクイディティ・ファン

ド　エージェンシークラス投資証券

国内籍投資信託受益証券（円建て）

ブラックロック欧州株式マザーファンド

（ただし、平成27年６月17日付け適用の約款

変更によるファンド・オブ・ファンズ形式へ

の移行が完了し、ブラックロック欧州株式マ

ザーファンドが償還されるまでとします。）

（新設）
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＜追加的記載事項＞

 
当ファンドにつきましては、信託約款の変更を予定しております。ファンドの受益者で当該約款変更にご異議のお申し

出のあった受益者の受益権口数の合計が、2015年４月３日の受益権総口数の２分の１を超えないときは、予定通り信託

約款の変更を2015年６月17日より適用します。

信託約款の変更に伴い、ファンドの特色、運用体制・運用プロセス、ファンドの仕組み、投資制限およびファンドの費

用の変更を予定しております。以下は、当該箇所について変更後の内容です。

 
ファンドの目的・特色
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手続・手数料等

ファンドの費用・税金

■ファンドの費用
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第二部【ファンド情報】

 

第２ 【管理及び運営】

 

１【申込（販売）手続等】

(4) 購入不可日

＜訂正前＞

ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、パリ証券取引所のいずれかが休場日の場合には、販売会社の

営業日であってもお申込みは受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。

 

＜訂正後＞

ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、パリ証券取引所のいずれかが休場日の場合には、販売会社の

営業日であってもお申込みは受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。

※2015年６月17日より、信託約款の変更に伴い、以下に変更になる予定です。

ルクセンブルグ証券取引所の休場日、ルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日、その他主要投資対象ファンド

の受付不可日のいずれかに該当する場合には、販売会社の営業日であってもお申込みは受付けません。詳細は販

売会社にお問い合わせください。

 

２【換金（解約）手続等】

(2) 換金不可日

＜訂正前＞

ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、パリ証券取引所のいずれかが休場日の場合には、販売会社の

営業日であっても換金の申込は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。

 

＜訂正後＞

ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、パリ証券取引所のいずれかが休場日の場合には、販売会社の

営業日であっても換金の申込は受付けません。詳細は販売会社にお問い合わせください。

※2015年６月17日より、信託約款の変更に伴い、以下に変更になる予定です。

ルクセンブルグ証券取引所の休場日、ルクセンブルグの銀行の休業日、12月24日、その他主要投資対象ファンド

の受付不可日のいずれかに該当する場合には、販売会社の営業日であっても換金の申込は受付けません。詳細は

販売会社にお問い合わせください。

 

(5) 換金代金のお支払い

＜訂正前＞

換金代金は、原則として換金受付日から起算して５営業日目から販売会社においてお支払いします。

 

＜訂正後＞

換金代金は、原則として換金受付日から起算して５営業日目から販売会社においてお支払いします。

※2015年６月17日より、信託約款の変更に伴い、以下に変更になる予定です。

換金代金は、原則として換金受付日から起算して６営業日目から販売会社においてお支払いします。
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